
令和7年 10月以降の外来診療体制について 
 

職員の退職等により、やむを得ず令和 7 年 4 月より診療体制を縮小しておりました

が、10月より一部初診の受付を再開いたします。 

初診を希望される方については、状況を確認させていただき、当センターの判断で受

け入れる方を決めさせていただきます。 

診療枠には限りがあるため、お受け入れできない場合がございますので予めご了承く

ださい。重症心身障害児（者）および肢体不自由児の方を優先に、受け入れさせていた

だきます。そのほかの方につきましては、非常に多くのお申込みをいただいており、対

応できない場合がございますので、別の医療機関受診もご検討いただけますと幸いです。 

ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 

＜初診受付の流れ＞ 

 

初診患者調整委員会 

センターにて受入れる方を決定します 

初診決定 

センターより初診日調整のご連絡をいたします 

待機 

次回の初診患者調整委員会で再選考

します 

 

 
書類準備 

「予診票」等をお送りいたします 

必要事項を記載の上、事前に提出をお願いします 

申込みは 6 ヶ月有効です。申込みか

ら６ヶ月経過してもセンターから連

絡がない場合で、それ以降についても

診療を希望される場合は、お手数です

が、再度ご連絡ください。 

初診 

ご案内させていただいた日時に来院をお願いします 
※事務手続きがありますので、20分前に総合受付にお越しください 

初診申込 

地域療育支援室宛に申込みをお願いします 

TEL：03-5632-8088 平日 9～16時 


